
第２節

保健・医療施策

１．障害の原因となる疾病等の予防・治療

　　（１）障害の原因となる疾病等の予防・早期発見
　　 ア　健康診査
 　　　　 　健康診査は、リスクの早期発見による疾病等の発症予防、疾病の早期発見による重症化予

防の機会として重要であり、必要に応じて保健指導に結び付ける機会でもある。
 　　　　 　フェニルケトン尿症等の先天性代謝異常や先天性甲状腺機能低下症（クレチン症）などの

早期発見・早期治療のため、新生児を対象としたマススクリーニング検査の実施及び聴覚障
害の早期発見・早期療育を目的とした新生児聴覚検査の実施を推進している。

 　　　　 　また、幼児期において、身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である１歳６か月
児及び３歳児の全てに対し、総合的な健康診査を実施しており、その結果に基づいて適切な
指導を行っている。

 　　　　 　学校においては、就学時や毎学年定期に児童生徒の健康診断を行っており、疾病の早期発
見や早期治療に役立っている。

 　　　　 　職場においては、労働者の健康確保のため、労働者を雇い入れた時及び定期に健康診断を
実施することを事業者に義務づけている。

 　　イ　保健指導
 　　　　 　妊産婦や新生児・未熟児等に対して、障害の原因となる疾病等を予防し、健康の保持増進

を図るために、家庭訪問等の個別指導による保健指導が行われている。
 　　　　 　身体の機能に障害のある児童又は機能障害を招来する児童を早期に発見し、療育の指導等

を実施するため、保健所及び市町村において早期に適切な治療上の指導を行い、その障害の
治癒又は軽減に努めている。身体に障害のある児童については、障害の状態及び療育の状況
を随時把握し、その状況に応じて適切な福祉の措置を行っている。

 　　ウ　生活習慣病の予防
 　　　　 　急速な人口の高齢化の進展に伴い、疾病構造が変化し、疾病全体に占める、がん、心疾患、

脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合が増加している中、健康寿命の更なる延伸、生活
の質の向上を実現し、元気で明るい社会を築くためには、若いうちから生活習慣の見直しな
どを通じて積極的に健康を増進し、疾病の「予防」に重点を置いた対策の推進が急務である。

 　　　　 　このため、がん、糖尿病等のNCDs（非感染性疾患）の予防等の具体的な目標等を明記し
た「健康日本21（第二次）」（厚生労働省告示）に基づく国民健康づくり運動を2013年度よ
り開始している。
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 　　　　 　また、2008年度から「適度な運動」、「適切な食生活」、「禁煙」に焦点を当てた新たな国民
運動として「すこやか生活習慣国民運動」を展開するなど、生活習慣病対策の一層の推進を
図ってきたが、2010年度からはこの運動をさらに普及、発展させた「スマート・ライフ・プロ
ジェクト」を開始し、幅広い企業・団体・自治体と連携した取組等を通じて、生活習慣病対
策の一層の推進を図っている。

　　（２）障害の原因となる疾病等の治療
 　　　 　リスクの高い妊産婦や新生児などに高度な医療が適切に提供されるよう、各都道府県におい

て、周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターを
整備し、地域の分娩施設との連携体制の確保などを行っている。

 　　　 　また、2015年１月１日に施行された難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律
第50号）に基づく医療費助成の対象疾病について、これまでに331疾病を指定している。さら
に、難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針（平成27年９月15
日厚生労働省告示第375号）に基づき、国及び地方公共団体等が取り組むべき方向性を示すこ
とにより、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の質の維
持向上などを図っている。2016年度においては、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会
で「難病の医療提供体制の在り方について（報告書）」が取りまとめられた。この報告書を踏
まえ、都道府県において必要な医療提供体制が構築されるよう、2017年４月に都道府県に対し
て、難病の医療提供体制の構築に係る手引きを通知した。これを受けて、現在、各都道府県に
おいて医療提供体制の整備を進めている。

　　（３）学校安全の推進
 　　　 　学校においては、児童生徒等の安全を確保するための環境を整える安全管理を行っている。
 　　　 　また、児童生徒等が自他の生命を尊重し、日常生活全般における安全に必要な事柄を実践的

に理解し、安全な生活ができるような態度や能力を養うことが大切であるため、体育科、保健
体育科、特別活動など学校の教育活動全体を通じて安全教育を行っている。

 　　　 　独立行政法人教職員支援機構（2017年４月に「独立行政法人教員研修センター」から名称変
更）においても、学校安全の充実を図るため、各都道府県において指導的な役割を果たしてい
る小・中・高等学校・特別支援学校の教員等を対象とした「学校安全指導者養成研修」を開催
し、指導者の学校安全に関する資質の向上を図っている。また、文部科学省においても、都道
府県において実施される学校安全教室の講師となる教職員等に対する講習会や、教職員等向け
の事件事故発生時の初期対応能力等向上のための講習会に対して支援している。

２．障害のある人に対する適切な保健・医療サービスの充実

　　（１）障害のある人に対する医療・医学的リハビリテーション
 　　ア　医療・リハビリテーション医療の提供
 　　　　 　障害のある人のための医療・リハビリテーション医療の充実は、障害の軽減を図り、障害

のある人の自立を促進するために不可欠である。
 　　　　 　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）に

基づき、身体障害の状態を軽減するための医療（更生医療及び育成医療）及び精神疾患に対
する継続的な治療（精神通院医療）を自立支援医療と位置づけ、その医療費の自己負担の一
部又は全部を公費負担している。
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 　　　　 　また、2018年度の診療報酬改定において、医療と障害福祉との切れ目ない支援を推進する
観点から、入退院支援や退院時の指導等の要件に障害福祉サービスにおける相談支援事業者
との連携を追加するとともに、自宅等で暮らす重症精神疾患患者に対する多職種共同の訪問
支援等について評価の充実や継続的な支援を可能とする見直しを行った。さらに、医療的ケ
アが必要な児に対する長時間の訪問看護について評価の充実を行った。

 　　イ　医学的リハビリテーションの確保
 　　　　 　国立障害者リハビリテーションセンター病院では、早期退院・社会復帰に向けて、各障害

に対応した機能回復訓練を行うとともに、医療相談及び心理支援を行っている。また、障害
のある人の健康増進、機能維持についても必要なサービス及び情報の提供を行っている。

 　　　　 　交通事故や病気等により脳に損傷を受け、その後遺症等として記憶、注意、遂行機能、社
会的行動といった認知機能（高次脳機能）が低下した状態を高次脳機能障害という。高次脳
機能障害は日常生活の中で現れ、外見からは障害があると分かりにくく、「見えない障害」
や「隠れた障害」などと言われている。このため、都道府県に高次脳機能障害のある人への
支援を行うための支援拠点機関を置き、〈１〉相談支援コーディネーターによる高次脳機能
障害のある人に対する専門的な相談支援、〈２〉関係機関との地域支援ネットワークの充実、
〈３〉高次脳機能障害の支援手法等に関する研修等を行う「高次脳機能障害及びその関連障
害に対する支援普及事業」を開始し、全国で高次脳機能障害に対する適切な対応が行われる
よう取り組んでいる。

■図表３-21

資料：厚生労働省
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 　　　　 　また、国立障害者リハビリテーションセンターに「高次脳機能障害情報・支援センター」
を設置し、高次脳機能障害について一般の方への啓発を行うとともに、高次脳機能障害者支
援に必要な最新の国内外の情報や研究成果等を集約し、高次脳機能障害のある人やその家族
及び支援関係者等に役立つ情報についてホームページ等を通じて発信している。（http://
www.rehab.go.jp/brain_fukyu/）

 　　　　 　さらに、国立障害者リハビリテーションセンター学院において、「高次脳機能障害支援事
業関係職員研修会」等、現に高次脳機能障害のある人に対する支援を行っている専門職を対
象とした研修会を実施している。

 　　　　 　障害のある人の健康増進については、国立障害者リハビリテーションセンターに「障害者
健康増進・運動医科学支援センター」を設置し、健康の維持・増進及び活動機能の維持と低
下予防、総合検診（人間ドック）及び運動と栄養の介入による生活習慣病の予防等に取り組
むとともに、障害のある人の運動医科学支援と運動活動環境の支援を実施している。

 　　　　 　刑事施設においては、医療刑務所等にリハビリテーション機器を整備し、受刑者のうち、
運動機能に障害を有する者や長期療養等で運動機能が低下した者に対して、機能回復訓練を
行っている。

　　（２）難病患者に対する保健医療サービス
 　　　 　早期に正しい難病の診断ができる体制、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受ける

ことができる体制が整備できるよう、都道府県ごとの難病診療連携拠点病院、難病診療分野別
拠点病院整備、難病医療協力病院の整備、保健所を中心とした在宅難病患者に対する地域での
支援の強化など、地域における保健医療福祉サービスの提供を推進している。

　　（３）保健・医療サービス等に関する難病患者への情報提供
 　　　 　難病患者への情報提供について、難病情報センターによりインターネットを活用して最新の

医学や医療の情報等を提供している。難病患者のもつ様々なニーズに対応したきめ細やかな相
談や支援が行えるよう、「難病相談支援センター」を都道府県、指定都市に設置し、地域にお
ける難病患者支援を推進している。

　　（４）口腔の健康づくり
 　　　 　口腔の健康は全身の健康にもつながることから、生涯を通じた歯科保健医療の充実が重要で

ある。2012年に策定された「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」において、「障害者支
援施設及び障害児入所施設での定期的な歯科検診実施率の増加」が目標として掲げられており、
各地域の実情に応じて様々な取組が行われている（2016年実績値62.9%、2022年目標値90%）。

 　　　 　「8020運動・口腔保健推進事業」では、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持・増進を図
ることを目的として、都道府県が実施する①定期的に歯科健診又は歯科医療を受けることが困
難な障害のある人等に対する歯科保健医療サービスの提供、②施設の職員等に対する、口腔の
健康の保持・増進及び歯科疾患の予防に係る普及啓発及び指導等の支援を行っている。
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３．精神保健・医療施策の推進

　　（１）心の健康づくり
 　　ア　うつ対策の推進
 　　　　 　うつ病は、だれもがかかりうる病気であり、早期発見・早期治療が可能であるにもかかわ

らず、本人や周囲の者からも気づかれにくく、その対策の必要性が指摘されている。
 　　　　 　うつ病に対する効果が明らかとなっている認知行動療法については、「精神療法の実施方

法と有効性に関する研究」（こころの健康科学研究事業）において実施マニュアルを作成し、
厚生労働省のウェブサイトにて公開している。

 　　　　 　2008年度からは、うつ病の患者を最初に診療することが多い一般内科等のかかりつけ医の
うつ病診断技術等の向上を図るため、各都道府県・政令指定都市において、専門的な研修を
実施しており、一般かかりつけ医の受講者数は、研修事業開始以降2011年度までに２万人を
超えている。さらに、2011年度からは、研修対象を看護師、ケースワーカー、スクールカウ
ンセラー等医師以外のコメディカルスタッフまで拡大した。

 　　イ　精神疾患に関する情報提供
 　　　　 　精神疾患についての情報提供として、こころの不調・病気に関する説明や、各種支援サー

ビスの紹介など、治療や生活に役立つ情報を分かりやすくまとめた「みんなのメンタルヘル
ス総合サイト（https://www.mhlw.go.jp/kokoro/）」、10代・20代とそれを取り巻く人 （々家族・
教育職）を対象に、本人や周囲が心の不調に気づいたときにどうするかなど分かりやすく紹
介する「こころもメンテしよう～若者を支えるメンタルヘルスサイト～（https://www.mhlw.
go.jp/kokoro/youth/）」の２つのウェブサイトを、厚生労働省ホームページ内に開設している。

 　　ウ　児童思春期及びPTSDへの対応
 　　　　 　幼年期の児童虐待、不登校、家庭内暴力など、心の問題が社会問題化し、思春期児童への

対応が急がれている。また、災害等の心的外傷体験により生じるPTSD（心的外傷後ストレ
ス障害）は、長期間の療養期間を要するものとして、非常に注目されている。そこで、思春
期精神保健の専門家の養成のために、医師、コメディカルスタッフを対象に思春期精神保健
対策専門研修を行い、PTSDの専門家の養成のために、医師、コメディカルスタッフ等を対
象にPTSD対策に係る専門家の養成研修会を行っている。さらに、精神保健福祉センター等
で児童思春期やPTSDの専門相談等を取り入れている。

 　　エ　自殺対策の推進
 　　　　 　我が国における年間の自殺者数は1998年から14年連続して３万人を超えて推移していたが、

近年は減少傾向にあり、2012年に15年ぶりに３万人を下回り、2018年の年間自殺者数は、
20,840人（男性14,290人、女性6,550人）となった。政府においては、自殺対策基本法（平成
18年法律第85号）及び同法に基づく「自殺総合対策大綱」（平成29年７月閣議決定）の下、
自殺対策を総合的に推進している。

 　　　　 　同大綱では、「自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る」「心の健康を支
援する環境の整備と心の健康づくりを推進する」「適切な精神保健医療福祉サービスを受け
られるようにする」「社会全体の自殺リスクを低下させる」などを含む12項目を当面の重点
施策としている。また、2017年10月に発覚した座間市の事件（※）を受けて、SNS等を活用した
相談対応を強化するため、広く若者一般を対象とするSNSによる相談事業を2018年３月の「自
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殺対策強化月間」から開始し、相談支援のノウハウを集約したガイドラインを作成する等の
取組を進めている。

 　　　　 　地域における自殺対策については、自殺対策の地域間格差を解消し、自殺対策に関する必
要な支援を享受できるよう、「自殺対策計画」の策定を進めるとともに、自殺対策のために
必要な事業を財政面から支援するため、地域自殺対策強化交付金により、地域の実情に応じ
た実践的な自殺対策の取組を支援している。

 　　　　 　また、生きにくさ、暮らしにくさを抱える人からの相談を24時間365日無料で受け、具体
的な問題解決につなげるための電話相談事業（よりそいホットライン）を補助事業（厚生労
働省から全国的な民間支援団体に補助）として実施し、地域の支援組織等と連携しつつ、自
殺防止に関する相談を含む様々な相談に対応している。

 　　　　 　2018年度からは、自殺未遂者に対する支援体制を強化するために、拠点となる医療機関を
整備する取組を支援している。
※ 2017年10月に神奈川県座間市で発覚した、加害者がSNSを利用し、自殺願望を投稿するなどした被害者の心の
叫びに付け込んで、言葉巧みに誘い出し、９人を殺害した事件。

 　　オ　依存症対策の強化について
 　　　　 　アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症は、適切な治療とその後の支援によって、回復

が可能な疾患である。一方で、病気の認識を持ちにくいという依存症の特性や医療機関等の
不足、依存症に関する正しい知識と理解が進んでいないことにより、依存症者や家族が適切
な治療や支援に結びついていないという課題がある。

 　　　　 　これらの課題に対応するため、厚生労働省では、2017年度より依存症対策全国拠点機関と
して独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターを指定し、地域における依存症の相談対
応・治療の指導者の養成等や依存症回復施設職員への研修、依存症に関する情報ポータルサ
イトの開設等に取り組んでいる。2018年度からは、全国規模で活動する自助グループ等の民
間団体への活動支援を実施している。また、普及啓発イベントやシンポジウムの開催、リー
フレットの配布等により、依存症に関する正しい知識と理解を広めるための普及啓発事業に
取り組んでいる。

 　　　　 　都道府県・指定都市においても、2017年度より依存症の専門医療機関・治療拠点機関・相
談拠点の選定・設置等や依存症問題に取り組んでいる自助グループ等の民間団体への活動支
援などを行っている。
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１．依存症とは何か
　｢依存症」とは、特定の何かに心を奪われ、やめたくてもやめられない病気のことであり、その対象と
して代表的なものに、アルコール･薬物といった「特定の物質」やギャンブルなどの「行動」があげられる。
　では、依存症になるとどういったことが生じるのか。
　例えば、「アルコール依存症」になった場合では、時間や場所を選ばずにお酒を飲みたくなり、いった
ん飲み始めると簡単にやめることが難しくなる。更に症状が進むと、健康や精神状態に悪影響を与えるだ
けでなく、日常生活に支障が生じ、仕事や家庭でもトラブルが起きるようになり、最悪の場合、自殺に至
る場合もある。
　これは、「アルコール依存症」特有の問題ではなく、「薬物依存症」や「ギャンブル等依存症」でも同様
である。
　依存症による悪影響は、本人だけでなく、家族や友人などにも生じ、本人以上に心身が衰弱するケース
が多く見られている。この背景としては、依存症が「否認の病気」とも言われており、依存症者本人が自
分の置かれている状況や問題を認めようとしにくく、また、世間の誤解や偏見により正しい支援等へつな
げることが難しいことがあげられる。

２．なぜ依存症になるのか
　人は、不安や緊張を和らげたり嫌なことを忘れたりするために、ある特定の行為をすることがあ
る。こうした特定の行為を繰り返しているうちに、その行動をコントロールする脳の機能が弱くな
ってしまうことから、自分の意思ではやめられない状態、つまり依存症になるとされている。その
ため、「根性がない人」や「意思が弱い人」だけが依存症になるといった誤解や偏見は誤りであり、
他のいろいろな病気と同じように、誰でも依存症になる可能性がある。依存症を正しく理解した上
で、本人に接することが大切である。

３．依存症は治るのか
　依存症は、完治は難しいが、回復することが可能な病気である。そのためには適切な治療と支援を受け
続けることが大切である。依存症は、自分の意思では特定の物質や行動をやめられない状態になっている
ため、依存症者一人だけの力で回復をすることは難しいと言われている。また、依存症者の大半は本人に
自覚がなく、そのため、自ら進んで相談機関や医療機関等を訪れることはほとんど見られない。
　また、依存症の問題は、依存症者本人だけでなく、その家族など周りの人にも影響を与えてしまうため、
本人だけでなく周りの人に対しても支援が必要である。

４．依存症かも、と思った場合には
　もしも、周りに依存症かも、と思われる人がいた場合、まずは最寄りの保健所や精神保健福祉センター
に相談することが、依存症者やその家族など周囲の人を適切な支援につなげる上で重要である。また、依
存症者本人又は家族同士が体験を共有しながら回復を目指していく自助グループや相談等を行っている支
援団体などの仲間と繋がることも回復に向けた支えになるため、問題を家族等だけで抱え込まず、そういっ
たグループ等へ連絡をしてみることも大切である。なお、依存症対策全国センターのホームページでは、全
国の依存症専門相談窓口と医療機関を検索することができる。
（https://www.ncasa-japan.jp/you-do/treatment/treatment-map/）

2019年３月10日に開催された「依存症の理解を深める
ための普及啓発シンポジウム」の様子

依存症の理解を深めるための普及啓発リーフレット
（厚生労働省作成）
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資料：厚生労働省
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　　（２）精神疾患の早期発見・治療
 　　　 　精神障害のある人の人権に配慮した適正な医療及び保護の実施、精神障害のある人の社会復帰

の促進、国民の精神的健康の保持・増進を図るための精神保健施策の一層の推進を図っている。
 　　　 　2017年６月末現在、我が国の精神科病院数は約1,600か所、その病床数は約33万床となって

おり、全病院の病床数の約２割を占めている。また、2017年６月末現在精神科病院の入院患者
数は約28万４千人であり、このうち、約15万人が任意入院、約13万人が医療保護入院、約1,600
人が措置入院となっており、措置入院による入院者については、公費による医療費負担制度を
設けている。

 　　　 　このほか、夜間や土日曜でも安心して精神科の救急医療が受けられるよう精神科救急医療体
制の整備をしている。

 　　　 　地域精神保健施策については、地域の保健所や都道府県の精神保健福祉センターを中心に取
り組んでいるが、入院医療中心の施策から、社会復帰や福祉施策にその幅が広がるにつれ、身
近な市町村の役割が大きくなってきている。

 　　　 　都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所等に、精神保健及び精神障害のあ
る人の福祉に関する相談に応じ、また、精神障害のある人及びその家族等を訪問して必要な指
導を行うための職員（精神保健福祉相談員）を置くことができる。

 　　　 　保健所においては、精神保健福祉センターや医療機関、障害福祉サービス事業者等との連携
の下に、精神保健福祉相談や訪問指導等を実施している。

 　　　 　精神保健福祉センターにおいては、精神保健福祉に関する相談指導や技術援助、知識の普及
等の業務を行っているほか、アルコール関連問題に関する相談指導、思春期精神保健対策、心
の健康づくり等の事業を実施している。また、市町村は、精神障害のある人及びその家族等か
らの精神障害福祉に関する相談に応じ、助言を行うほか、精神保健に関しても相談に応じ、助
言を行うよう努めることとされている。さらに、市町村は、精神障害のある人からの相談に応
じ、必要な助言を行い、その際、必要に応じて、そのサービスの利用についてあっせん又は調
整を実施している。

■図表３-22　精神科医療費構成

注１： 医科診療医療費、精神科医療費については、2016年度国民医療費による（歯科診療医療費、薬局調剤医療費、入院
時食事・生活医療費、訪問看護医療費、療養費等を含まない）。

注２： 精神科医療費については、「精神及び行動の障害」に係るもの（精神遅滞を含み、てんかん、アルツハイマー病は含まない）。
注３：掲載の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が総数に合わない場合がある。
資料：厚生労働省

医科診療医療費
（301,853億円）

精神科医療費
（19,062億円）

入　院
52.3％（157,933億円）

入院外
47.7％（143,920億円）

入　院
71.5％（13,638億円）

入院外
28.4％（5,423億円）
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　　（３）精神保健医療福祉施策の取組状況
 　　　 　精神保健医療福祉に関しては、2004年９月に、厚生労働大臣を本部長とし、省内の関係部局

長を本部員として発足した精神保健福祉対策本部において、精神保健福祉施策の改革ビジョン
を決定し、「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本理念を示した。その後、2009年９
月の「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」報告書では、精神保健医療福祉体
系の再構築や精神医療の質の向上などに関する様々な提言がなされたところである。

 　　　 　さらに、現状と課題を踏まえ、精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定、保護
者に関する規定の削除、医療保護入院の見直し等を盛り込んだ精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律（昭和25年法律第123号）（以下「精神保健福祉法」という。）の一部を改正する法
律が2013年６月13日に成立し、同月19日に公布された。

 　　　 　同法においては、医療保護入院者の退院を促進するため、精神科病院の管理者に対し、①医
療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者（精神保健福祉士等）の設置、
②地域援助事業者（入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業
者等）との連携、③退院促進のための体制整備（医療保護入院者退院支援委員会の設置）を義
務付けることとした（②については努力義務）。

 　　　 　また、同法の2014年４月の施行を見据え、2013年７月より「精神障害者に対する医療の提供
を確保するための指針等に関する検討会」を開催し、良質かつ適切な精神障害者に対する医療
の提供を確保するための指針（平成26年厚生労働省告示第65号）を2014年３月に公布した。

 　　　 　この指針において、長期入院精神障害者のさらなる地域移行が引き続きの検討課題とされ、
2014年３月から７月まで「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」
で検討が行われ、今後の方向性が取りまとめられた。

 　　　 　検討会の取りまとめでは、長期入院患者の実態を踏まえ、退院意欲の喚起や本人の意向に沿っ
た移行支援といった退院に向けた支援と、居住の場の確保などの地域生活の支援に分け、それ
ぞれの段階に応じた具体的な支援を徹底して実施することが盛り込まれた。

 　　　 　また、長期入院患者の地域生活への移行が進むと、病院においても外来治療はもとより、精
神科救急、急性期医療など、退院後の地域生活を維持・継続するための医療ニーズが高まって
いくことから、マンパワー等の医療資源を地域医療や救急医療等にシフトするなど、病院の構
造改革を行っていくことが必要とされた。これらの方向性を踏まえ、その具体化に向けた検討
を進めており、直ちに着手できるものについては着実に実行・検討するとともに、中長期的に
も長期入院精神障害者の地域移行及び病院の構造改革に係る取組を総合的に実施している。

 　　　 　2016年１月からは、2018年度からの新たな医療計画等の作成に向けて地域精神保健医療のあ
り方について検討するとともに、2013年に改正された精神保健福祉法の施行後３年（2017年４
月）を目途とした検討規定を踏まえた検討を行うため、有識者で構成される「これからの精神
保健医療福祉のあり方に関する検討会」を開催し、議論を行ってきた。これらの課題に加え、
同検討会では、措置入院者の退院後の医療等の継続支援のあり方や、不正なケースレポートに
より指定された精神保健指定医（以下「指定医」という。）の指定取消処分を踏まえた指定医
に関する制度の見直しについても議論を行い、報告書をとりまとめた。

 　　　 　この報告書の内容を踏まえ、精神保健福祉法の一部改正法案が2017年２月28日に閣議決定さ
れ、第193回国会に提出された。同法案は2017年９月の衆議院の解散に伴い廃案となった。

 　　　 　2018年３月には、精神障害のある人が退院後に円滑に地域生活に移行できるよう「地方公共
団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」を作成するとともに、全国の地方
公共団体で、措置入院の運用が適切に行われるよう、「措置入院の運用に関するガイドライン」
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を作成し都道府県知事等宛に通知した。
 　　　 　また、近年の精神医療の現状を踏まえるとともに、指定医の資格の不正取得の再発防止と資

質確保の観点から、2018年11月には指定医になるために必要な実務経験に係る告示の改正を行
い、同年12月には指定医の新規申請等に係る事務取扱要領の見直しを実施した。

　　（４）心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者への対応について
 　　　 　心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対しては、心神喪失等の状態で重大な他害

行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（平成15年法律第110号）に基づき、適切な医療
の提供及び精神保健観察等による支援が行われている。一方で、同法及び同法対象者に対する
理解は十分ではなく、必要な福祉サービスが受けられないなど、社会復帰の促進が円滑に進ま
ないこともあるという状況がみられる。

 　　　 　このことを踏まえ、2018年３月に策定した障害者基本計画（第４次）において、新たに「心
神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の対象者の社会復
帰の促進を図るため、同法対象者に対する差別の解消を進めること」を盛り込み、同法に基づ
く関係機関から障害福祉サービス事業者等に対し、セミナー・研修等を通じた普及啓発活動を
行い、同法対象者への理解と社会復帰の促進に取り組むこととしている。

４．研究開発の推進

　障害の原因となる疾病等の予防や根本的治療法等を確立するため、これまで障害の原因、予防、早
期発見、治療及び療育に関する研究が行われてきた。これは、障害児施策の基本である障害の予防や
早期治療を確立し、有機的かつ総合的に施策を推進させるための基礎となるものである。この研究の
成果を踏まえ、１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査、先天性代謝異常等検査、新生児聴覚検査等
が実施されている。
　厚生労働科学研究の「障害者政策総合研究事業」においては、障害者を取り巻く現状について課題
別に調査・分析し、支援の改善方策を研究することにより、障害者を取り巻く現状を正しく理解し、
障害者の社会参加の機会の確保や、地域社会における共生の実現に資する政策実現のための研究を推
進している。
　また、難病に関する研究については、これまで、患者数が少なく、原因が不明で、根本的な治療方
法が確立されておらず、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない難治性疾患について、厚生労働科学
研究の「難治性疾患克服研究事業」において、難治性疾患の画期的な診断法及び治療法の研究開発を
推進してきた。国立障害者リハビリテーションセンターでは、難治性聴覚障害者に関する調査研究を
信州大学と共同で進めている。
　現在は、診療体制の構築や普及啓発、難病の治療法の確立のため、診療ガイドラインの作成等、診
療の質の向上に政策に直結する研究を行う「難治性疾患政策研究事業」と、病態解明や創薬に関する
研究を行う「難治性疾患実用化研究事業」を実施しており、互いに連携しながら、治療方法の開発に
向けた難病研究の推進に取り組んでいる。なお、「難治性疾患実用化研究事業」については、医療分
野の研究開発及びその環境の整備の実施や助成等を行う国立研究開発法人日本医療研究開発機構に
て実施しており、難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）において定義され
ている発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病や、小児慢性特定疾病等で
あって、長期にわたり療養が必要な疾病についての研究の推進を行う方針となっている。
　経済産業省においては、優れた基礎研究の成果による革新的な医薬品・医療機器の開発を促進する
ため、「再生医療の産業化に向けた評価基盤技術開発事業」「未来医療を実現する医療機器・システム
研究開発事業」を実施し、日本が強みを有する優れた技術を応用した、日本発の革新的な医薬品・医
療機器の開発を推進している。
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　保健・医療の向上に資する研究開発の事例として、国立研究開発法人日本医療研究開発機構
（AMED）の「未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業」（経済産業省要求予算事業）
において、発達障害や精神障害についての診断支援技術（詳細は、以下のとおり）を開発した。

①注視点検出による発達障害診断システム（2019年度治験開始予定）
　現在、発達障害（ASD；自閉症スペクトラム症、ADHD；注意欠陥多動症）の確定診断は、専門
の医療機関において行われているところ。本システムは、注視点検出技術やAIを用いた診断アルゴ
リズム等で構成されており、被検者が10分程度の画像を見るだけで、専門の医療機関でなくとも、
客観的・定量的かつ短時間で、ASDとADHDの確定診断が可能となる。

②精神症状の客観的評価デバイス
　現在、うつ、双極性障害、認知症等の精神疾患は、専門の医療機関での診断が必要であり、特
に重症度を調べるには、熟練の医師の経験や大掛かりな検査を伴う。本デバイスは、患者の表情
や音声を、AIアルゴリズムを用いて解析を行い、専門外の医師であっても患者との会話のみで、
専門医と同様の診断が可能となり、重症度も調べることができる。

システム概略図

発達障害のリスクを定量的な
数値やテキストで提示

操作
医師・保健師等

被検者
乳幼児、学童等

システム概略図

精神科疾患の定量的な重症度評価

診察場面の記録 日常生活場面の記録

モバイル機器

・定量化
・マルチモーダル

カメラ、マイク、
赤外線発光器等

表情・視線・声・体動 睡眠・活動量・会話

うつ病
認知症

双極性障害
（躁うつ病）
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第２節第３章　日々の暮らしの基盤づくり 　保健・医療施策

保健・医療の向上に資する研究開発等の推進
TOPICSTOPICS
第３章第２節　４．研究開発の推進 ／経済産業省



５．専門職種の養成・確保

　　（１）医師
 　　　 　医師については、卒前教育として、学生が卒業時までに身に付けておくべき必須の実践的診

療能力の学修目標を示した「医学教育モデル・コア・カリキュラム」に「障害者福祉」や「リ
ハビリテーション」に関する項目を設けており、これに基づき、各医科大学（医学部）におい
て、教育を行っている。卒後教育においては、医師臨床研修制度において、研修医が達成すべ
き「臨床研修の到達目標」として、保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ、診療計画を作成
し、評価するために、QOL（クオリティオブライフ）を考慮にいれた総合的な管理計画（リハ
ビリテーション、社会復帰、在宅医療、介護を含む）へ参画することを掲げ、また、経験が求
められる疾患・病態として、一般的な診療において、頻繁にかかわる負傷又は疾病（認知症疾
患・関節リウマチなど）を定めるなど、資質の向上のための方策を講じている。さらに、様々
な子供の心の問題等に対応するため、都道府県及び指定都市における拠点病院を中核とし、各
医療機関や保健福祉機関等と連携した支援体制の構築を図るための事業を実施している。

　　（２）歯科医師
 　　　 　歯科医師については、卒前教育として、学生が卒業時までに身に付けておくべき必須の実践

的診療能力の学習目標を提示した「歯学教育モデル・コア・カリキュラム」に「障害者の歯科
治療」の項目を設けており、これに基づき、各歯科大学（歯学部）において教育を行っている。
卒後教育においては、歯科医師臨床研修制度の研修歯科医が達成すべき「歯科医師臨床研修の
到達目標」において、歯科医師の社会的役割を認識し、実践することを掲げる等、歯科医師の
資質向上等のための方策を講じている。また、「8020運動・口腔保健推進事業」では、歯科疾
患の予防等による口腔の健康の保持・増進を図ることを目的として、都道府県が実施する障害
の状況に応じた知識や技術を有する歯科専門職を育成するための研修等の支援を行っている。

　　（３）看護職員
 　　　 　看護職員の卒前教育においては、求められる実践能力と卒業時の到達目標において、保健師

は、「保健・医療・福祉サービスが公平・円滑に提供されるよう継続的に評価・改善する」、助
産師は、「保健・医療・福祉関係者と連携する」、看護師は、保健・医療・福祉チームにおける
多職種との協働として「対象者をとりまく保健・医療・福祉関係者間の協働の必要性について
理解する」等を掲げ、様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護職員の養成に努めている。
さらに、2017年度には「看護学教育モデル・コア・カリキュラム」を策定し、看護系人材とし
て求められる資質・能力を獲得するために必要な学士課程における具体的な学習目標を大学に
対し提示するなど、看護職員の資質向上等のための方策を講じている。また、卒後教育におい
ては、都道府県が行う看護職員の実務研修などに対し、地域医療介護総合確保基金を通じ、財
政支援を行い、リハビリテーションに関わる看護職員の資質向上を推進している。さらに、看
護職員の確保のため、復職支援、定着促進・離職防止対策等の施策を講じているところである。
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